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９
月
15
日
時
点
で
市
内
に
在
住
し
、

数
え
年
で
88
歳
の
人
と
１
０
０
歳
以
上

の
人
に
敬
老
祝
い
金
を
お
渡
し
し
ま
す
。

該
当
者

●
昭
和
5
年
１
月
１
日
〜

　

12
月
31
日
に
生
ま
れ
た
人

●
大
正
7
年
12
月
31
日

　

以
前
に
生
ま
れ
た
人

祝
金
の
額　

１
万
円

お
届
け
方
法

　

88
歳
の
人
は
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
お
届
け
し
ま
す
。

　

１
０
０
歳
以
上
の
人
は
市
長
が
訪
問

す
る
と
き
に
お
渡
し
す
る
か
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
お
届
け
し
ま
す
。

お
届
け
す
る
時
期

　

９
月
中
旬
〜
10
月
中
旬

▲

問い合わせ　健康課　☎73－3014
国民健康保険に加入している皆さんへ

▲

問い合わせ　危機管理課　☎73－3１１９

▲

問い合わせ　仁尾八朔人形まつり実行委員会
☎090－2781－4561

第20回 仁尾八朔人形まつり 指定避難所を変更しました

平成３０年４月から国民健康保険制度が変わります
　国民健康保険（以下、国保）制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、『年齢構成が高く
医療費水準が高い』、『所得水準が低く国保料の負担が重い』、『財政運営が不安定になるリスクの高い
小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する』という構造的な課題を抱えていました。
　国民皆保険を将来にわたり守り続けるため、平成３０年４月から、これまでの市町村に加え、都道府
県も国民健康保険制度を担うことになりました。

　交通事故などで、第三者から傷病を受けた場合も、国保で医者
にかかることができます。その際は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。
　交通事故の加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国保が使えなくなります。
まずは健康課にご相談ください。

　財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。各種申請や届け出、納税など
も、これまでどおり市の窓口で行います。

　

あ
り
が
と
う

　
　
　

ご
ざ
い
ま
し
た

　

７
月
25
日
、
人
権
擁
護
委
員
を

退
任
さ
れ
た
近
藤
貞
則
さ
ん
（
山

本
町
）
に
高
松
法
務
局
観
音
寺
支

局
長
か
ら
法
務
大
臣
感
謝
状
が
贈

呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

も
の
づ
く
り
を
通
し
て
、
産
業
振
興

に
功
績
の
あ
っ
た
企
業
と
個
人
を
表
彰

し
ま
す
。
優
れ
た
技
術
や
新
製
品
の
開

発
な
ど
、
市
の
地
域
経
済
の
発
展
に
寄

与
し
て
い
る
企
業
や
も
の
づ
く
り
に
功

績
の
あ
っ
た
人
が
対
象
で
す
。
も
の
づ

く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
皆

さ
ん
、『
も
の
づ
く
り
大
賞
』
に
応
募

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象

・
市
内
に
本
社
ま
た
は
事
務
所
を
有
す

る
中
小
企
業

・
市
内
在
住
の
個
人
事
業
者

応
募
方
法

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
で
産
業
政
策
課

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

応
募
期
限

　

10
月
31
日
（
火
）
必
着

対
象

該
当
者

祝
金
の
額

お
届
け
方
法

お
届
け
す
る
時
期

応
募
方
法

応
募
期
限

第９回三豊市ものづくり大賞を募集します 法務大臣感謝状

▲

問い合わせ
　人権課　☎７３－３０08

▲

問い合わせ
　子育て支援課　☎７３－３０16

▲

申し込み・問い合わせ　産業政策課　☎７３－３０１３

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
対
象
者

へ
６
月
に
「
現
況
届
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
こ
の
届
け
出
を
し
な
い
と
、

今
ま
で
受
給
資
格
の
あ
っ
た
人
も
引

き
続
き
児
童
手
当
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　

提
出
が
ま
だ

の
人
は
、
早
急

に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

敬老祝い金をお渡しします児童手当『現況届』

▲

問い合わせ　福祉課　☎７３－３０15

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

メール配信サービスの登録方法が変わりました

▲

問い合わせ　秘書課　☎7３－3001

募集

お知らせ

提出はお済みですか

お知らせ

都道府県と市町村の役割分担

交通事故にあったときは

・事故証明書（人身事故用）
・国民健康保険被保険者証
・印鑑

届け出に
必要なもの

都道府県の主な役割
財政運営の責任主体

市町ごとの標準保険料率を算定・公表

保険給付費等交付金の市町への支払い

国保事業費納付金を県に納付

保険給付の決定、支給

資格を管理（被保険者証などの発行）国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、
広域化を推進

標準保険料率などを参考に保険税率を決定、
保険税の賦課・徴収を行う

市町村の主な役割

　

平
成
29
年
４
月
１
日
付
け
で
、
次
の

と
お
り
指
定
避
難
所
を
変
更
し
ま
し
た
。

新
規
指
定　

２
件

①
名
称　

県
立
高
瀬
高
等
学
校

　

住
所　

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間

　
　
　
　

２
０
９
３
番
地

②
名
称　

県
立
笠
田
高
等
学
校

　

住
所　

三
豊
市
豊
中
町
笠
田
竹
田

　
　
　
　

２
５
１
番
地

名
称
変
更　

１
件

　

高
瀬
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

←

　

み
と
よ
未
来
創
造
館

指
定
解
除　

２
件

①
高
瀬
町
公
民
館

②
仁
尾
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

市
で
は
災
害
や
防
犯
、
暮
ら
し
の
お

知
ら
せ
な
ど
の
情
報
を
メ
ー
ル
配
信
し

て
い
ま
す
。

　

９
月
１
日
（
金
）
以
降
、
新
規
登
録

す
る
人
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
っ
て
表
示
さ
れ
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

に
空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

す
ぐ
に
返
信
メ
ー
ル
が
届
く
の
で
、
表

示
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
本

登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
中
の
人
は
、登
録
作
業
は
不
要
で

す
。

受
け
取
る
情
報
を
変
更
し
た
い
と
き

　

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
表

示
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く

だ
さ
い
。
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
と
パ
ス
ワ
ー

ド
を
入
力
し
、
変
更

作
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
す
で
に
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
利
用

中
の
人
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行
が

必
要
で
す
。「
再
発
行
」
の
画
面
か

ら
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
23
日
（
土
・
祝
）
〜

　
　
　

25
日
（
月
）
の
３
日
間

　
　
　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

　
　
　

（
25
日
は
午
後
4
時
ま
で
）

場
所　

仁
尾
町
文
化
会
館
周
辺

交
通
機
関

　

23
日
、
24
日
は
Ｊ
Ｒ
詫
間
駅
か
ら

無
料
バ
ス
運
行
。
25

日
は
Ｊ
Ｒ
観
音
寺
駅

お
よ
び
Ｊ
Ｒ
詫
間
駅

か
ら
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
バ
ス
運
行
。

※
臨
時
駐
車
場
あ
り

新
規
指
定

名
称
変
更

指
定
解
除

日
時

場
所

交
通
機
関

hisho_entry@
yb74.asp.cuenote.jp
　（メールアドレス）

新規登録用
ＱＲコード

▲

催し


